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介
護
保
険
料
納
付
推
進
員

　

介
護
保
険
料
未
納
者
宅
を
訪
問
し
、

保
険
料
の
徴
収
と
制
度
の
啓
発
活
動
を

行
い
ま
す
。

○
資
格　
　

歳
〜　

歳
の
方

４０

６０

○
期
間　
　

月
１
日
〜
２
０
０
８
年
３

１０

月　

日
（
更
新
あ
り
）

３１
○
勤
務
日
数　

月　

日
１６

○
勤
務
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時

○
募
集
人
員　

１
人

○
申
し
込
み　

応
募
書
類
（
高
齢
者
福

祉
課
に
あ
り
ま
す
）
に
履
歴
書
を
添
え

て
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で
９
月　

日
ま

１０

で
（
必
着
）
に
高
齢
者
福
祉
課
（
〒　
１９４

－

０
０
１
３
、
原
町
田
５－

８－

　

、
２４

健
康
福
祉
会
館
分
館
、
��
７
２
１
・
３

１
１
０
）
へ
。

町
田
市
環
境
審
議
会
委
員

　

環
境
審
議
会
は
、
町
田
市
環
境
基
本

計
画
や
環
境
行
動
指
針
と
い
っ
た
行
政

計
画
・
指
針
の
策
定
や
改
正
、
環
境
施

策
の
立
案
な
ど
に
際
し
、
市
長
の
諮
問

に
応
じ
て
必
要
な
事
項
を
調
査
・
審
議

す
る
組
織
で
す
。
学
識
経
験
者
、
事
業

者
、
市
民
各
５
人
ず
つ
で
構
成
さ
れ
、

任
期
は
２
年
で
す
。

　

第
三
期
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
市
民

か
ら
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

○
資
格　

市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

　

歳
以
上
の
方

２０○
定
員　

５
人
以
内

○
申
込
方
法　

募
集
要
項
に
従
い
、
９

月　

日
ま
で
に
「　

年
後
に
伝
え
た
い

１４

５０

町
田
の
環
境
」
に
つ
い
て
の
論
文
を
提

出
し
て
下
さ
い
。

※
応
募
希
望
の
方
は
、
募
集
要
項
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
環
境
保
全
課
（
��
７

２
４
・
２
７
１
１
）
ま
で
お
電
話
下
さ

い
。運

営

審

議

会

町
田
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に

市
政
情
報
「
や
ま
び
こ
」
（
��
７
２
４

・
８
４
０
７
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

９
月　

日
（
月
）
午
前　

時

１０

１０

〜
正
午

○
会
場　

市
役
所
中
町
第
三
庁
舎
３
階

第
３
会
議
室

上
小
山
田
杉
谷
戸
土
地
区
画
整
理
組
合

事
業
計
画
変
更
の
関
係
図
書

ご

覧

下

さ

い

○
縦
覧
期
間　

９
月
１
日
〜　

日
１４

○
縦
覧
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時

○
縦
覧
場
所　

区
画
整
理
課
（
市
役
所

木
曽
庁
舎
２
階
）

□問
 

区
画
整
理
課
��
７
９
２
・
３
７
７
１

公
共
汚
水
ま
す
の

点
検
に
伺
い
ま
す

　

下
水
道
部
で
は
、
下
水
道
管
理
区
域

内
の
公
共
汚
水
ま
す
、
お
よ
び
本
管
に

至
る
取
付
管
（
市
の
管
理
部
分
）
の
汚

水
の
流
れ
を
点
検
し
、
詰
ま
り
等
の
発

生
を
防
い
で
い
ま
す
。

　

身
分
証
明
書
を
携
行
し
腕
章
を
つ
け

た
市
委
託
業
者
が
、
宅
地
内
に
あ
る
公

共
汚
水
ま
す
の
点
検
に
伺
い
ま
す
。
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
こ
の
調
査
で
費
用
を
請
求
す
る
こ
と

は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

○
点
検
区
域　

山
崎
町
１
１
４
〜
１
０

４
４
、
１
３
１
４
〜
１
９
５
７
、
２
０

１
６
〜
２
０
４
９
▽
図
師
町
１
５
４
３

〜
１
６
０
２
▽
木
曽
町
１
３
４
４
、
１

３
４
６
、
１
３
４
７
、
２
０
８
６
（
一

部
）
、
２
０
８
７
（
一
部
）
、
２
０
８

８
（
一
部
）
、
２
０
９
９
、
２
１
０

０
、
２
１
０
２
（
一
部
）
、
２
１
０
８

〜
２
１
１
７
▽
忠
生
一
丁
目
１
番
（
一

部
）
、
２
番
（
一
部
）
、
３
〜　

番
、

１２

　

番
（
一
部
）
、　

番
（
一
部
）
、　

１３

１４

１５

〜　

番
、　

番
（
一
部
）
、　

〜　

番

２６

２７

２８

２９

▽
忠
生
二
丁
目
１
〜　

番
、　

番
（
一

２５

２６

部
）
、　

番
、　

番
、　

番
（
一
部
）

２７

２８

２９

▽
忠
生
三
丁
目
１
番
、
２
番
（
一
部
）、

３
番
、
４
番
、
５
番
（
一
部
）
、
６
番

（
一
部
）
、
７
番
（
一
部
）
、
９
番

（
一
部
）
▽
野
津
田
町
２
１
５
〜
２
７

長
寿
祝
金
を
贈
呈
し
ま
す

　

９
月
に
民
生
委
員
が
対
象
者
宅
を
訪

問
し
、
長
寿
祝
金
を
贈
呈
し
ま
す
。

○
対
象　

９
月
１
日
現
在
市
内
に
引
き

続
き
１
年
以
上
居
住
し
て
い
る　

歳
、

８８

　

歳
及
び
１
０
０
歳
以
上
の
方

９９※　

歳
＝
大
正
７
年
９
月
２
日
〜
大
正

８８
８
年
９
月
１
日
生
ま
れ
の
方
、　

歳
＝

９９

明
治　

年
９
月
２
日
〜
明
治　

年
９
月

４０

４１

１
日
生
ま
れ
の
方
、
１
０
０
歳
以
上
＝

明
治　

年
９
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た

４０

方
に
な
り
ま
す
。

□問
 

高
齢
者
福
祉
課
��
７
２
４
・
４
０
４

８ ５
、
２
８
８
、
４
６
２
〜
５
７
３
、
６

６
０
、
６
８
１
、
７
１
７
、
７
４
７
、

７
６
９
〜
７
８
０
、
９
５
９
、
９
６

０
、
９
６
３
、
１
０
０
２
、
１
０
１

３
、
１
０
２
０
〜
１
０
２
８
、
１
０
８

２
、
１
０
８
３
、
１
１
０
０
〜
１
１
５

２
、
１
１
８
２
〜
１
２
１
０
、
１
３
８

２
〜
１
４
１
３
、
１
４
２
６
、
１
４
７

７
、
１
４
７
８

○
点
検
期
間　

９
月
３
日
〜　

月　

日

１１

３０

（
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

○
点
検
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時

□問
 

下
水
道
部
工
務
課
��
７
２
０
・
１
８

２
２
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◎予約は全て電話受付です。�
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9月1日から受付開始�

　

今
回
受
付
開
始
と
な
る
利
用
日
は
、

２
０
０
８
年
３
月
１
日
〜　

日
で
す
。

３１

※
３
月
４
日
、　

日
、　

日
、　

日
は

１１

１８

２１

休
館
で
す
。

○
申
し
込
み
で
き
る
方　

市
内
在
住
、

在
勤
、
在
学
の
方
が
過
半
数
の
グ
ル
ー

プ
ま
た
は
個
人
で
す
。
な
お
、
２
月
分

ま
で
の
ご
予
約
は
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す

○
申
し
込
み　

９
月
１
日
午
前
８
時　
３０

分
〜
午
後
１
時
に
、
大
地
沢
青
少
年
セ

ン
タ
ー
（
��
７
８
２
・
３
８
０
０
）
へ

お
電
話
い
た
だ
い
た
方
を
同
着
と
み
な

し
、
抽
選
を
行
い
ま
す
。
結
果
は
、
電

話
連
絡
し
ま
す
。
午
後
１
時
以
降
は
電

話
先
着
順
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

　
　

月
〜
２
０
０
８
年
９
月
分
の
資
源

１０
と
ご
み
の
収
集
日
程
表
を
９
月
６
日

（
木
）
〜　

日
（
休
）
の
間
に
市
内
全

２４

戸
配
布
を
順
次
実
施
し
ま
す
。

　

９
月　

日
（
火
）
以
降
届
い
て
い
な

２５

い
場
合
は
ご
連
絡
下
さ
い
。

※
詳
細
は
、
電
話
で
町
田
市
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
（
��
７
２
４
・
５
６
５
６
）

へ
。
（　

月　

日
ま
で
、
以
降
は
ご
み

１０

１５

減
量
課
へ
）

□問
 

ご
み
減
量
課
��
７
９
７
・
０
５
３
０

【
救
急
車
を
呼
ん
だ
ほ
う
が
い
い
か

な
？
迷
っ
た
ら
救
急
相
談
セ
ン
タ
ー

へ
】

　

救
急
隊
経
験
者
や
看
護
師
が　

時
間

２４

待
機
し
、
必
要
に
応
じ
て
医
師
が
適
切

に
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

　

救
急
車
を
本
当
に
必
要
と
す
る
人
の

た
め
に
、
救
急
車
の
適
正
な
利
用
に
ご

協
力
下
さ
い
。

【
救
急
車
が
必
要
か
迷
っ
た
と
き
は
東

京
消
防
庁
救
急
相
談
セ
ン
タ
ー
へ
】

○
電
話
番
号　

＃
７
１
１
９
（
プ
ッ
シ

ュ
回
線
、
携
帯
電
話
）
、
��　

・
３
２

０３

１
２
・
２
３
２
３
（　

区
）
、
��
０
４

２３

２
・
５
２
１
・
２
３
２
３
（
多
摩
地

区
）

※　

時
間
受
付
、
年
中
無
休
。

２４
○
主
な
内
容　

医
療
機
関
案
内
、
応
急

手
当
ア
ド
バ
イ
ス
、
医
療
機
関
へ
の
交

通
手
段
案
内
、
必
要
な
場
合
は
救
急
車

を
出
動

【
緊
急
で
は
な
い
け
れ
ど
、
病
院
へ
行

き
た
い－

東
京
民
間
救
急
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
へ
】

○
電
話
番
号　

��
０
５
７
０
・
０
３
９

・
０
９
９
、
��　

・
３
２
６
２
・
０
０

０３

３
９

○
主
な
内
容　

最
寄
の
民
間
救
急
事
業

者
や
サ
ポ
ー
ト
Ｃ
ａ
ｂ
（
救
命
講
習
修

了
者
が
運
転
す
る
タ
ク
シ
ー
）
を
ご
案

内
し
て
い
ま
す

□問
 

防
災
課
��
７
２
４
・
２
１
０
７

９
月
５
日
ま
で

建
築
物
防
災
週
間

【
建
物
も
あ
な
た
と
同
じ
健
康
診
断
】

　

た
く
さ
ん
の
人
が
利
用
す
る
建
物
は

地
震
や
火
災
が
起
こ
っ
た
場
合
、
大
き

な
災
害
に
つ
な
が
り
ま
す
。
所
有
す
る

建
物
の
耐
震
診
断
、
健
康
診
断
を
し
て

下
さ
い
。

○
劇
場
、
百
貨
店
、
病
院
、
マ
ン
シ
ョ

ン
な
ど
の
場
合
は
、
定
期
調
査
報
告
が

必
要
で
す
。

○
外
壁
タ
イ
ル
、
窓
ガ
ラ
ス
、
広
告
板

の
落
下
な
ど
は
大
災
害
に
な
り
ま
す
。

○
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
、
石
塀

は
安
全
で
す
か
。
ひ
び
割
れ
、
転
倒
の

お
そ
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

○
劣
化
し
た
ア
ス
ベ
ス
ト
の
飛
散
に
よ

り
、
健
康
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。
適
切
な
処
置
が
必
要
で
す
。

　

調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
建
築
士
等
の

専
門
家
に
ご
相
談
下
さ
い
。

□問
 

建
築
指
導
課
��
７
０
９
・
０
５
９
４

【
利
用
可
能
に
な
る
地
域
】

　

下
小
山
田
町
、
広
袴
町
、
本
町
田
、

図
師
町
、
山
崎
町
の
一
部
地
域

【
供
用
開
始
時
期
】

　

９
月　

日
（
木
）
か
ら

１３

※
利
用
可
能
に
な
る
区
域
に
建
物
を
所

有
し
て
い
る
方
に
は
、
個
別
訪
問
（
ま

た
は
郵
送
）
を
し
て
切
り
替
え
工
事
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
指
定
工
事
店
名
簿
を

配
布
し
ま
す
。

【
図
面
の
縦
覧
に
つ
い
て
】

○
縦
覧
期
間　

９
月
４
日
（
火
）
〜　
１２

日
（
水
）
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
。

○
縦
覧
場
所　

下
水
道
部
業
務
課
（
成

瀬
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
内
）

【
切
り
替
え
工
事
の
期
間
に
つ
い
て
】

○
く
み
取
り
便
所　

３
年
以
内

○
浄
化
槽　

遅
滞
な
く
（
１
年
以
内
）

※
切
り
替
え
工
事
は
必
ず
町
田
市
指
定

工
事
店
で
お
願
い
し
ま
す
。

【
貸
付
金
制
度
に
つ
い
て
】

　

切
り
替
え
工
事
に
対
す
る
費
用
の
一

部
を
お
貸
し
す
る
貸
付
金
制
度
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
利
用
下
さ
い
。

□問
 

下
水
道
部
業
務
課
��
７
２
０
・
１
８

公
共
下
水
道
の

接
続
に
つ
い
て

３
３

シ
ル
バ
ー
カ
レ
ッ
ジ

市

民

講

座

【
水
墨
画
】

○
期
日　
　

月
５
日
〜　

月　

日
の
毎

１０

１２

２１

週
金
曜
日
（　

月　

日
、　

月
２
日
、

１０

２６

１１

　

日
を
除
く
、
全
９
回
）

２３○
時
間　

午
前　

時
〜
正
午

１０

○
費
用　

１
６
０
０
円

【
写
経
と
実
用
書
】

○
期
日　
　

月
４
日
〜　

月　

日
の
毎

１０

１１

２９

週
木
曜
日
（
全
９
回
）

○
時
間　

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

○
費
用　

２
１
０
０
円

【
布
草
履
】

○
期
日　
　

月
９
日
〜　

月　

日
の
毎

１０

１２

１８

週
火
曜
日
（　

月
４
日
、　

日
を
除

１２

１１

く
、
全
９
回
）

○
時
間　

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

○
費
用　

２
１
０
０
円

【
発
声
と
歌
】

○
期
日　
　

月
４
日
〜　

月
６
日
の
毎

１０

１２

週
木
曜
日
（　

月　

日
を
除
く
、
全
９

１１

２２

回
）

○
時
間　

午
前　

時
〜
正
午

１０

○
費
用　

１
８
０
０
円

【
町
田
里
山
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
】

○
日
時　
　

月
７
日
（
日
）
午
前
９
時

１０

〜
午
後
３
時

○
費
用　

３
０
０
円

※
心
臓
、
腰
痛
ま
た
は
医
師
か
ら
運
動

制
限
指
導
を
受
け
て
い
る
方
は
ご
遠
慮

下
さ
い
。

◇

○
対
象　

市
内
在
住
の　

歳
以
上
の
初

６５

心
者
（
シ
ル
バ
ー
会
員
を
除
く
）
。
里

山
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
講
座
は
、
約
７
㎞
を

歩
く
体
力
が
あ
る
方

○
定
員　

各　

人
、
里
山
ト
レ
ッ
キ
ン

１５

グ
は　

人
（
抽
選
）

３０

○
申
し
込
み　

往
復
ハ
ガ
キ
に
講
座
名

・
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を

明
記
し
、
９
月　

日
ま
で
（
必
着
）
に

１０

町
田
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
（
〒

　

－

０
０
２
２
、
森
野
１－

１－

　

、

１９４

１５

わ
く
わ
く
プ
ラ
ザ
町
田
内
）
へ
。
抽
選

結
果
は
９
月　

日
こ
ろ
発
送
予
定
で

１８

す
。

□問
 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
��
７
２
３

・
２
１
４
７
、
町
田
市
高
齢
者
福
祉
課

��
７
２
４
・
２
１
４
６

　

同
公
園
内
の
縄
文
住
居
は
老
朽

化
に
よ
る
破
損
が
著
し
い
た
め
、

９
月
か
ら
解
体
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
来
年
度
に
新
し
く
建
設

す
る
予
定
で
す
。

　

な
お
、
公
園
及
び
弥
生
住
居
は

従
来
ど
お
り
開
園
し
て
い
ま
す
。

○
開
園
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後

４
時　

分
３０

○
休
園
日　

月
曜
日
（
祝
日
に
あ

た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
）
、　
１２

月　

日
〜
２
０
０
８
年
１
月
４
日

２８
□問
 

市
立
博
物
館
��
７
２
６
・
１
５

３
１

本
町
田
遺
跡
公
園

縄
文
住
居
解
体
し
ま
す

　

９
月
９
日
（
日
）
は
、
行
事
の

た
め
、
第
二
駐
車
場
の
ご
利
用
が

で
き
ま
せ
ん
。

　

市
役
所
第
一
駐
車
場
を
ご
利
用

下
さ
い
。

□問
 

管
財
課
��
７
２
４
・
２
１
６
５

利
用
が
で
き
ま
せ
ん

市
役
所
第
二
駐
車
場
の

　

今
回
受
付
開
始
と
な
る
利
用
日
は
、

２
０
０
８
年
３
月
１
日
〜　

日
で
す
。

３１

※
３
月　

日
、　

日
は
休
館
日
で
す
。

１１

１２

※
３
月　

日
（
火
）
、　

日
（
水
）
は

２５

２６

星
空
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
を
予
定
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
参
加
下
さ
い
。
今
後
の
本

紙
で
ご
案
内
し
ま
す
。

　

な
お
、
２
月
分
ま
で
の
予
約
は
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
（　

月　

日
〜
１

１２

２９

月
３
日
を
除
く
）
。
空
室
が
あ
り
ま
す

の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

○
申
し
込
み
で
き
る
方　

市
内
在
住
、

在
勤
、
在
学
の
方
と
そ
の
随
伴
者
ま
た

は
家
族

※
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
、
朝
夕
２
食
２
０

０
０
円
で
食
事
が
で
き
ま
す
（
要
予

約
）
。

○
申
し
込
み　

９
月
１
日
午
前
８
時　
３０

分
か
ら
、
自
然
休
暇
村
申
込
専
用
フ
リ

ー
ダ
イ
ヤ
ル
�
０
１
２
０
・　

・
２
８

５５

３
８
で
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。
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